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山梨県企業局中期経営計画 平成２１年度業績評価 

山梨県企業局では、平成１８年１０月に長期計画・中期経営計画を策定しました。 

長期計画は平成１８年度から２７年度の１０年間を計画期間として、地方公営企業の役割、現事業の

課題を踏まえて、今後の企業局の方向を示し、中期経営計画は平成１８年度から２２年度までの５年間

の具体的な取り組みにかかる実施計画として策定しました。 

この中期経営計画においては、計画の実効性を上げるため、各事業でまとめた具体的な行動につい

て、年度ごとに実際の取り組み状況を評価し、その結果を次年度以降の取り組みに反映させるとともに、

経営状況を積極的に公表することとしました。 

Ⅰ．電気事業  

＜電力の安定供給＞ 

発電設備やダム等の管理運営を適切に行うことにより、発電施設の健全性を維持し、効率的な運用を図り、電力の

安定供給に努めます。 

供給電力実績 

目標供給電力：４６６百万ｋＷｈ 
供給実績電力：５４７百万ｋＷｈ 

【評価】：目標数値に対する達成率は １１５．７％。 
年間降雨量は、平年並（平年比１００．２％）でしたが、台風や集中豪雨などの異常出水が少なく、効率

よく雨が降ったことから目標より多く電力を供給することができました。今後も発電所の計画的整備、効

率的な取水、事故の未然防止等に努め、安定的な電力の供給を行います。 

１ 西山ダム貯水容量の回復 

【行動計画】 

西山ダムは、土砂が多量に入り込むため貯水容量が少なくなる傾向が続いています。西山ダムの貯水容量を

回復させ、貯水池運用の効率化と併せ発電量の増加やピーク運転能力の向上を図ります。 

【取り組み状況】 

・約４０，０００㎥の堆積土砂を搬出し、貯水容量の確保に努めました。 
・長期的な貯水池保全のため、貯水池護岸の補修整備に伴う調査、設計を実施しました。 

【評価】：概ね行動計画どおり。 

２ 発電施設の計画的な整備 

【行動計画】 

電力の安定供給や電力料金の低廉化への対応には、発電施設・設備の充実や日常の点検・修繕等が欠かせ

ないので、計画的に修繕等を行います。 
① １０カ年長期改修計画による既設発電所の改良及び修繕 
② 河川維持流量の放流 
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【取り組み状況】 

① １０カ年長期改修計画による既設発電所の改良及び修繕 

・発電施設の健全な保守・管理を行うため、施設の現況を把握するとともに的確な工事執行ができるよう、

今後１０カ年の改良・修繕工事の長期執行計画を見直しました。 
・改良修繕長期計画に基づき、概ね計画どおり改良修繕工事を実施しました。 
※工事施工実施件数１２７件（改良、修繕、委託） 
・保安規程に基づき、奈良田第二発電所、下釜口発電所、塩川発電所の水車発電機分解点検を実施しま

した。 
・奈良田第一発電所、天科発電所、藤木発電所、小屋敷第一発電所、小屋敷第二発電所、鼓川発電所の

定期点検を実施しました。 

② 河川維持流量の放流 

河川環境の維持のため、笛吹川上流柚ノ木発電所残流取水口で０．１３㎥／ｓの維持流量を放流し

て、また、水利使用規則で定めのない笛吹川下流の小屋敷第一、小屋敷第二、藤木発電所、琴川の琴

川第一、第二発電所の各取水口において、自主的に維持流量を放流しています。 

【評価】：概ね行動計画どおり。 

＜水力発電と新エネルギー開発の推進＞ 
環境への負荷が少ない地域分散型のクリーンエネルギーを確保するため、水力発電や太陽光発電などの導入可

能性について調査・検討を進めます。 

１ 水力発電開発 

【行動計画】 

① 水力発電開発 
再生可能でクリーンな純国産エネルギーである水力発電の開発調査を継続していきます。 

② マイクロ水力発電の開発及び市町村の取り組み支援 
小河川、農業用水路、砂防堰堤等を利用した小流量、小落差発電の開発利用について調査・検討するとと

もに、水力発電の知識や経験を提供し市町村のマイクロ発電を支援します。 

【取り組み状況】 

① 水力発電開発 

企業局が調査を行っている一般水力開発地点８ヶ所については、流量観測を継続実施するとともに、

地域との共生や自然環境との調和という観点から事業化の検討を継続実施しました。 

② マイクロ水力発電の開発及び市町村の取り組み支援 

・本県の豊かな水資源を活用し、環境に優しい小水力発電の導入を推進するためのモデル施設として、２

地点で発電所を完成させるとともに、１地点で詳細設計を実施し、平成２２年度から建設に着手すること

となりました。さらに１地点で流量観測を開始しました。 
・「小水力発電開発支援室」において、「やまなし小水力推進マップ」を平成21年5月に公表するとともに、

開発等に関する相談を１７５件受け付け、流量観測及び概算建設費算出等の技術的支援を２６地点で実

施しています。このうち１地点が平成２１年度に完成しました。 

【評価】：これまでの調査や検討の結果を基に、小水力発電のモデル施設として２地点で完成させました。 

２ 新エネルギー開発 

【行動計画】 

太陽光発電については、丘の公園及び発電総合制御所の太陽光発電設備の長期運転性能試験等の実証試

験を継続していきます。 
風力発電については、風況調査を実施し、発電施設建設の可能性を検討します。 
また、太陽光発電などの新エネルギーについて、事業用としての導入可能性を引き続き調査・検討していきま

す。 
① 太陽光発電実証試験 
② 風力発電の風況調査・検討 
③ 新エネルギーの導入可能性調査・検討 
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【取り組み状況】 

① 太陽光発電実証試験 
丘の公園（９５ｋＷ）及び発電総合制御所（２０ｋＷ）において、発電電力の経年的変化や電力連系設備の

経年劣化等について実証試験を継続実施しました。 

② 風力発電の風況調査・検討 
風力発電に係る技術開発の動向について調査するとともに、県内における開発適地の把握に努めまし

た。 

③ 新エネルギーの導入可能性調査・検討 
「米倉山太陽光発電所の建設等に関する基本協定」を平成21年11月に東京電力㈱と締結し、関係機関

との協議を進め、平成２２年度から現地での工事を着手することとなりました。 

【評価】：これまでの調査や検討の結果を基に、米倉山地点における大規模太陽光発電施設の建設に着手し

ました。 

＜一般行政部門との連携＞ 

【行動計画】 

美術品の購入等地域文化の振興に寄与するとともに、一般会計へ市町村振興資金の原資の貸し付けを行い、

クリーンエネルギーの推進・啓発及び環境保全事業などへの繰り出しを行っていきます。 
・一般会計への繰り出しを行います。 

【取り組み状況】 

一般会計への繰り出し 
環境保全事業等に充てるため一般会計に１億円を繰り出しました。 

【評価】：行動計画どおり。 

＜経営の健全性の確保＞ 
電力の自由化の進展に伴い、電気事業を取り巻く経営環境は、更に厳しくなることが予想されることから、平成２１

年度を目途に積立金の計画的積み立て等による財政基盤の強化を図り、経営のリスクを軽減し、安定的な事業運営

に努めます。 

１ 財政基盤の強化 

【行動計画】 

① 減債積立金の積立 
計画的な設備投資を行いつつ、企業債の償還を確実に行っていくために、平成２１年度末を目途に企業

債未償還残高（約２５億円）までの減債積立金の積み立てを行います。 

② 退職給与引当金の引当 
平成２１年度末を目途に、電気関係職が一斉退職すると仮定した場合に必要な退職給与金額（約９億円）

まで引き当てを行います。 

【取り組み状況】 

① 減債積立金の積立 

平成２０年度末には、企業債未償還残高まで積立が完了しました。平成２１年度は、当該積立金から償

還額２９１百万円を取り崩しました。 
※平成２２年３月末残高 約２５億３千万円 

② 退職給与引当金の引当 

平成２１年度は、９８百万円を引き当てました。不足する額については、引き続き引当を続けます。 
※平成２２年３月末残高  約８億円 

【評価】：概ね行動計画どおり。 
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２ 事務処理の効率化とコスト縮減の努力 

【行動計画】 

① 事務費の削減 
電力生産にかかる事務関連経費（消耗品費 旅費 雑費）について、各年度、平成１７年度予算を基準に

２％の削減を目指します。 

② 業務委託化への取り組み 
委託可能な業務の抽出を行い、費用対効果を検証した上で業務委託を行います。 

③ 経営の望ましい在り方についての調査・研究 
今後、一層効果的、効率的な経営を実現するために、地方独立行政法人制度など経営の望ましい在り方

について調査・研究します。 

【取り組み状況】 

① 事務費（消耗品費、旅費、雑費）の削減 
削減目標：１７年度予算  （８６，４３６千円）を基に５年間で１割の削減 
削減実績：２２年度予算計上（８３，２６８千円）で３．８％の削減 

【評価】：目標数値に対する達成率は １８５．０％。 
今後も事務費の削減に努めます。 

② 業務委託化への取り組み 
昨年度までの調査・研究及び費用対効果についての検討の結果を基に、外部委託が可能な点検や

調査・測量業務について委託を実施しました。 

③ 経営の望ましい在り方についての調査・研究 
電気事業を取り巻く情勢の変化や他の公営電気事業者の経営実態について、把握するとともに、課

題や地域貢献などの調査・研究を実施しました。今後も引き続き実施していきます。 

【評価】：概ね行動計画どおり。 

３ 収支計画 

【行動計画】 

収益的収支は、各年度とも利益が確保できる見通しです。 
一方、資本的収支については、発電所改良費として各施設・設備の改良、発電所建設費として琴川第三発電

所の再開発費、企業債の償還などの支出により不足が生じます。 
この不足分については、施設・設備の改良等に利用する内部留保資金の積立金、損益勘定留保資金を充てる

ことにより対応していきます。 

① 収益的収入及び支出（営業にかかる経費） （千円） 
区分 ２１年度目標 ２１年度決算 決算の比率 

電力料金  ３，５６５，８４２  ３，５９６，３００ 
その他  ５０，１２８  ７２，３７０ 101.5％ 

渇水準備引当金  ０  －６４，４０４  
収入 

収入計  ３，６１５，９７０  ３，６０４，２６６ 99.7％ 

職員給与費等  １，０７７，８４５  ９３０，４９６ 
減価償却費  ８０４，０７７  ７７６，６６６ 
その他  １，２３０，３５１  １，２４４，０１３ 

支出 

支出計  ３，１１２，２７３  ２，９５１，１７５ 94.8％ 
収支差（利益）  ５０３，６９７  ６５３，０９１ 129.7％ 

 

【評価】：収支差において、目標数値に対する達成率は １２９．７％。 
収入は、年間を通して効率的な取水が確保できたことで供給電力量が増加したことなどにより、目

標の１０１．５％になりました。また、供給電力量が目標を上回ったことによる収入の増分の中から

渇水準備引当金を引き当て、経営の安定化を図りました。 

支出は、減価償却費、職員給与費の減少や委託費などの費用の削減に努めたことにより、目標数

値に対し９４．８％となりました。 
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この結果、当期純利益は、６億５３百万円余りを確保し、目標を１４９百万円ほど上回りました。 

② 資本的収入及び支出（投資にかかる経費） （千円） 
区分 ２１年度目標 ２１年度決算 決算の比率 

国庫補助金  ０  ７９，０９３ 
長期借入金償還金  １７０，５１２  １４０，０００ 
その他  １０  ９７８ 

収入 

収入計  １７０，５２２  ２２０，０７１ 129.1％ 
発電所改良費  ６５２，９７０  ３０５，８７２ 
発電所建設費  ０  １６２，２１９ 
企業債償還金  ２９０，９４４  ２９０，９４４ 
その他  １２０，０００  １４１，０５３ 

支出 

支出計  １，０６３，９１４  ９００，０８８ 84.6％ 
収支差  △ ８９３，３９２  △ ６８０，０１７ 76.1％ 

積立金  ２００，０００  ４８１，７４７ 
損益勘定留保資金  ６９３，３９２  １９８，２７０ 補てん財源 

計  ８９３，３９２  ６８０，０１７ 

 

※損益勘定留保資金：再投資に備え、減価償却費等を積み立てたものであり、順次、建設費等に充当すべき資金です。 

【評価】：収支差において、手当が必要となる補てん財源の目標数値に対する縮減率は ７６．１％。 
収入は、国庫補助金が増加したため、目標の１２９．１％となりました。支出は改良工事の一部を翌

年度に見送ったことにより、８４．６％となりました。なお、収支の差額分は積立金等で補てんできて

います。 
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Ⅱ．温泉事業  

＜温泉の安定供給と資源保護＞ 
温泉事業は、旅館・ホテル等の給湯契約者へ温泉を供給する事業であり、安定した量、温度の温泉供給に努めま

す。 

１ 温泉の安定供給と資源保護 

【行動計画】 

① 温泉の安定供給 
季節による需要の変動に対応し、安定した量、温度の温泉供給に努めます。 

② 温泉の資源保護 
温泉事業は、石和・春日居温泉郷の資源保護についても大きな役割を担っていることから、地域の関係者・

機関と温泉資源保護について協議していきます。 

【取り組み状況】 

① 温泉の安定供給 
・年間を通じて、５４９口の契約者の需要に対応した安定した、給湯を行いました。 

※実績＝８２７，５５６㎥（対前年度比 ９３．９％） 

② 温泉の資源保護 
資源保護の理解を深めるため、県営石和温泉運営協議会や笛吹市石和町・春日居町源泉保有者懇

談会を開催し、資源保護の重要性について意見交換しました。 

【評価】：概ね行動計画どおり。なお、給湯量については、前年度より減少したため料金収入も減少しました

が、経費節減に努めることにより安定した事業運営を行うことができました。 

２ 送配湯管の敷設替え 

【行動計画】 

保温性・耐久性により優れた送配湯管への敷設替えを計画的に進めていきます。 

【取り組み状況】 

目標延長：５２８ｍ 

実績延長：４４１ｍ 

【評価】：目標数値に対する達成率は ８３．５％。 
配湯管敷設替計画区間で、県及び笛吹市が実施する公共事業の施工に合わせて工事を実施し

てきたところであるが、県及び市の施工時期が延びた結果、当該工事区間の実施時期について

も再調整が必要となりました。 

未改修箇所の状況把握を行い、今後の改修計画を検討していきます。 

＜事業移管の検討＞ 

【行動計画】 

温泉事業は、受益者が特定地域に限られており、同地域には市営温泉事業も存在することから、送配湯管の

敷設替工事が完了する平成２２年度を目途に、地元市等への事業移管を検討します。 

【取り組み状況】 

笛吹市と事業移管についての課題を検討しました。 

【評価】：現時点では移管を進める状況にはなっていないが、事業移管の前提となる様々な課題について、引

き続き笛吹市と検討していきます。 
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＜経営の健全性の確保＞ 

１ 財政基盤の強化 

【行動計画】 

送配湯管敷設替工事などの施設・設備の点検・改善等を円滑に行うため、毎年度の利益から建設改良費への

積み立てを継続し、財政基盤の強化を図っていきます。 

【取り組み状況】 

建設改良費積立金については、２１百万円を積み立てました。 

※平成２２年３月末残高 約１億４５百万円 

【評価】：概ね行動計画どおり。 

２ 収支計画 

【行動計画】 

収益的収支は、現在の利用料金による推計で各年度とも利益が確保できる見通しです。 
一方、資本的収支については、送配湯管の敷設替えの支出により不足が生じます。 
この不足分については、施設・設備の建設改良に利用する内部留保資金の建設改良積立金、損益勘定留保

資金を充てることにより対応していきます。 

① 収益的収入及び支出（営業にかかる経費） （千円） 
区分 ２１年度目標 ２１年度決算 決算の比率 

温泉料金  １５９，４３６  １４４，８７３ 
その他  ５２２  １０，４９１ 収入 

収入計  １５９，９５８  １５５，３６４ 97.1％ 
職員給与費等  ４３，３７８  ４２，４４７ 
減価償却費  ４７，１９０  ４５，３３５ 
その他  ５２，１６７  ５２，００６ 

支出 

支出計  １４２，７３５  １３９，７８８ 97.9％ 
収支差（利益）  １７，２２３  １５，５７６ 90.4％ 

 

【評価】：収支差において、目標数値に対する達成率は ９０．４％。 
温泉料金収入は、旅館・ホテルが宿泊客数の減少により温泉使用量を節減・抑制しため減少し、９

７．１％となりました。支出は、給湯量の減少に伴う加熱費の減少等により、９７．９％となりました。 
このため、当期純利益は、１千５百万円を確保して、目標を２百万円ほど下回りました。 

② 資本的収入及び支出（投資にかかる経費） （千円） 
区分 ２１年度目標 ２１年度決算 決算の比率 

工事負担金  ０  ０ 

その他  ０  ０ 収入 

収入計  ０  ０  
送配湯管敷設替工事  ５２，２７８  ３７，１８８ 

その他工事等  ０  ２，７５０ 支出 

支出計  ５２，２７８  ３９，９３８ 76.4％ 
収支差  △ ５２，２７８  △ ３９，９３８ 76.4％ 
建設改良積立金  ５２，２７８  ３７，１８８ 

損益勘定留保資金  ０  ２，７５０ 補てん財源 

計  ５２，２７８  ３９，９３８ 

 

 

【評価】：収支差において、損失の目標数値に対する超過率は ７６．４％。 
送配湯管敷設替工事は、県及び笛吹市が実施する公共事業に併せて実施する予定でしたが、

当該公共工事の遅れなどから配湯管敷設替工事も遅れが生じた結果、支出は目標の７６．４％

となりました。なお、収支の差額については、建設改良積立金及び損益勘定留保資金で補てんでき

ています。 
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Ⅲ．地域振興事業  

＜丘の公園の運営（指定管理者制度維持・利用料金制の維持）＞ 
丘の公園は、県民誰もが楽しめる総合スポーツ・レクリエーション施設として設置し、八ヶ岳南山麓の集客拠点として

大きな役割を果たしています。  

【行動計画】 

丘の公園は、平成１６年度に指定管理者制度及び利用料金制を導入し、経営の健全化を図っていることから、

指定管理期間の平成２５年度まで現在の運営方法を維持していきます。 

【取り組み状況】 

前年度に引き続き、指定管理者制度・利用料金制により運営しました。なお、指定管理者との協議により企

業局への納入金額を見直しました。 

【評価】：現在の運営方法を維持しており、今後も指定管理者の経営状況を注視していきます。 

＜将来の地域振興事業の在り方の検討＞ 

【行動計画】 

地域振興事業の厳しい経営状況や施設・設備の老朽化の進行も踏まえ、丘の公園の指定管理期間の終了後

の事業の在り方について検討していきます。 

① 長期的な経営状況の把握 

② 在り方の検討 

【取り組み状況】 

① 長期的な経営状況の把握 

指定管理制度導入後の指定管理者の経営状況を把握しました。 

② 在り方の検討 

「丘の公園」の課題の整理や今後の方針について検討を開始しました。 

【評価】：指定管理者の経営状況を把握する中で、今後の在り方を検討しました。 

＜経営の健全性の確保＞ 

１ 事務処理の効率化とコスト縮減の努力 

【行動計画】 

・経費節減の努力 
指定管理者制度の導入により、丘の公園の運営管理費は一定の経費節減を達成できたことから、今後もこ

の状況を維持し、更なる経費節減に努めます。 

【取り組み状況】 

・経費節減の努力 
施設、設備等の補修について指定管理者との協定書に基づき適正に対処しました。 

【評価】：概ね行動計画どおり。 

２ 収支計画 

【行動計画】 

収益的収支は、各年度とも収入が支出を下回る見通しです。 
これは、事業用地の借地料及び減価償却費にかかる支出が大きいことが主な要因となっています。このうち、現

金として支出する借地料等については指定管理者からの納入金により対応します。 
また、資本的収支については、電気事業への借入金償還による不足が生じます。この不足についても、指定管
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理者からの納入金の中から内部留保資金（損益勘定留保資金）を確保し対応していきます。 

① 収益的収入及び支出（営業にかかる経費） （千円） 
区分 ２１年度目標 ２１年度決算 決算の比率 

納入金  １５０，０００  １３０，０００ 

その他  ２９９  ２３８ 収入 

収入計  １５０，２９９  1３０，２３８ 86.7％ 
借地料  ６６，３９５  ６４，３０７ 

職員給与費  ９，０８９  ０ 

減価償却費  １４９，４６２  １５１，０９１ 

修繕費  ５，５００  ８５０ 

その他  ３，３１３  ９，４０８ 

支出 

支出計  ２３３，７５９  ２２５，６５６ 96.5％ 
収支差（利益）  △ ８３，４６０  △ ９５，４１８ 114.3％ 
累積欠損金  △ ３，５５５，６９８  △ ３，３２９，５２２  

 

【評価】：収入は、指定管理者からの納入金の減により、目標数値に対し、８６．７％となりました。 
支出は、借地料等の減により縮減率が９６．５％となりました。 

当期純損失（赤字）は９５百万円余りとなり、損失の額は、目標より１１百万円ほど増大しました。 

② 資本的収入及び支出（投資にかかる経費） （千円） 
区分 ２１年度目標 ２１年度決算 決算の比率 

収入   ０  ０  

地域振興事業設備改良費  ０  ０  
借入金償還金  ７０，５１２  ４０，０００ 56.7％ 支出 

支出計  ７０，５１２  ４０，０００ 56.7％ 

収支差  △ ７０，５１２  △４０，０００ 56.7％ 

損益勘定留保資金  ０    ４０，０００ 補てん財

源 計  ７０，５１２  ４０，０００ 
 

 

【評価】：借入金償還金において、目標数値に対する達成率は ５６．７％。 
長期借入金は返済しましたが、償還目標の５６．７％となりました。なお、収支差は、損益勘定留保

資金で補てんできています。 

 


